
 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥獣対策研究に関する県と岐阜大学との協定締結について 
～全国初！自治体からの寄附金による鳥獣対策に特化した寄附講座の開設～ 

 

 岐阜県と岐阜大学は、県の野生動物保護管理施策の推進を目的に、鳥獣対策事業の科学的

な効果検証や管理体制に関する調査研究のため、「鳥獣対策の研究に関する寄附講座開設に

係る協定」を締結することとなりました。 

 つきましては、下記のとおり協定締結式を行いますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 日時 

   平成 2４年４月２７日（金） 10:00～10:30 
 

２ 場所  

県庁４階 第１応接室 
 
３ 出席者 

  ・森
もり

 秀樹
ひ で き

（岐阜大学学長）  ・古田
ふ る た

 肇
はじめ

（岐阜県知事） 
 
４ 内容 

  ・協定の概要についての説明（秦
はた

 岐阜県環境生活部長） 

  ・協定書への署名、写真撮影、挨拶 
 
５ 質疑応答 

  協定式終了後、引き続き第１応接室にて事務局が対応します。 
 
 

 

 

インターネットでの情報提供 

提供予定日 ４月２７日（金） 

平成２４年４月２６日（木）県政記者クラブ配布資料 

担 当 課 担当者氏名 電   話 

清流の国ぎふづくり推進課 主任技師 大島 058-272-1111 内2701 

○協定概要について（別添資料参照） 

  近年、県内の中山間地域において、野生動物による農林業・生活・自然生態系への被害が急速に

拡大しています。 

これらの問題に対して、的確で効率的な野生動物保護管理を図るため、大学の持つ科学的知見や

分析能力を活かし、対策事業の科学的な効果検証や政策・施策提言等を行うシンクタンク機能を整

備することを目的に、清流の国ぎふ森林・環境基金を活用して、岐阜大学応用生物科学部野生動物

管理学研究センター内に「鳥獣対策研究部門」を設置します。 

 ・寄附講座の期間：平成２４年５月１日～平成２９年３月３１日（５年間） 

 ・寄附金額：毎年２千万円   

○参考 

  野生動物の保全・対策等に関する大学との協定は、群馬県や京都市が締結していますが、自治体

からの寄附金による鳥獣対策に特化した協定（寄附講座の開設）は全国で初めてです。 

○寄附講座とは 

外部（行政、企業等）からの寄附金を元に、大学や研究機関が講座を開設して調査研究などの活

動を行うものです。 

 

 

 


